
東京医療保健大学医療保健学部自己点検・評価委員会規程 

  

（設置）  

第１条 医療保健学部の教育研究水準の向上を図り、その目的及び社会的使命を達成するため、

自己点検・評価委員会（以下「委員会」という）を設置する。  

 

（任務）  

第２条 委員会は、本学部の教育研究に関する活動状況並びに組織、施設・設備、運営の状況等

について、自己点検・評価を行い、その結果を公表する。 

  

（構成）  

第３条 委員会は次の者をもって構成する。  

（１）医療保健学部の各学科で任命する教員  

（２）五反田事務部長  

（３）世田谷事務部長  

（４）学部長は必要に応じ出席することができる  

（５）委員長が必要と認めるときは、委員以外のメンバーを出席させ、意見等を聴取すること

ができる  

 

（審議事項）  

第４条 委員会は次の事項を所掌し審議・提案する。  

（１）自己点検・評価の実施方法に関すること  

（２）自己点検・評価の分析に関すること  

（３）自己点検・評価結果に基づく改善に関すること  

（４）自己点検・評価結果の公表に関すること  

（５）第３者評価に関すること  

（６）その他、自己点検・評価に関すること  

 

（委員長等）  

第５条 委員会には委員長及び副委員長を置く。  

 

（議事）  

第６条 委員長は委員会を招集し議長となる。  

 

（事務）  

第７条 委員会に関する事務は、五反田事務部が行う。  

 

附 則 この規程は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

       この規程は、平成１９年１２月１９日から施行する。  



      この規程は、平成２２年１２月８日から施行する。  

      この規程は、平成３０年 ４月 １日から施行する。  

     この規程は、令和  ７年 ４月１日から施行する。 


